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第１．農用地利用計画

１．土地利用区分の方向

（１）土地利用の方向

ア．土地利用の構想

本地域は、北海道胆振総合振興局管内のほぼ中央に位置し、東は白老町、西は室蘭市及び伊達市、

南は太平洋、北は壮瞥町にそれぞれ接している。

気象は温和な海洋性気候であるが、夏期は海霧が停滞するため開花作物に悪影響を及ぼし、秋は比

較的好天が多く霜は遅い。

地形的にはほぼ菱形をなし、海岸沿いに細長く分布する平坦地と、来馬岳や鷲別岳を始めとするオ

ロフレ山系の山麓地帯、さらにはその中間にある標高８０～２００ｍの丘陵地帯に分かれ、中小河川

が太平洋に注ぎ、主要な市街地を形成している。

登別市の市域は、東西１８．５ｋｍ、南北２２．６ｋｍに及び、行政区域面積は２１，２１１ｈａ

であり、市街化区域の面積１，４０３ｈａを除くと、大部分は国有林を主体とした山林によって占め

られている。

人口は、昭和５０年代の後半まで増加を続けたものの昭和５８年をピークに、近年では減少あるい

は横這い傾向にある。

産業では、第三次産業が殆どで、代表する産業として観光産業が挙げられ、古くから観光施設が整

備され日本を代表する観光地としての発展を続けている。

一次産業は農業人口及び水産人口が減少傾向にあり、二次産業は海岸沿い平坦地に集中しているが

用地が限られているため、今後大きな発展は望めない。

このため、観光を主体とした産業が本市の重要な位置を占めている。

本市の土地利用については、平坦地が狭小なことから市街地の発展が高台農業地帯に迫っているこ

と、また、特に国道３６号線を中心に市街化が進んでいることを考えると、農用地は本計画の目標以

上の増加は難しいと思われる。

このため、農用地利用の将来計画は近い将来市街化が予想される地域、山間部においての団地規模、

自然条件などから農業の振興が難しい地域を除いた農用地利用計画を策定し、観光と調和のとれた地

域農業の振興を図っていくものとする。

単位：㏊、％

（注）（ ）内は混牧林地面積である。

区分

年
次

農用地
農業用施設
用地

森林・原野 住宅地 工場用地 その他 計

実数 比率 実数
比

率
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率

現在
R4

1,090 14.6 62 0.8
5,082
(98)

67.8
(1.3)

9 0.1 0 0.0 1,249 16.7 7,492 100

目標 1,140 15.3 47 0.6
5,180
(0)

69.1
(0)

9 0.1 0 0.0 1,116 14.9 7,492 100

増減 50 -14
98

(98)
0 0 9 0
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イ．農用地区域の設定方針

（ア）現況農用地についての農用地区域の設定方針

下記の a～cに該当する農用地で、次表の地域、地区及び施設の整備に係る農用地以外の農用

地について、農用地区域を設定する方針である。

（農用地区域としない地域、地区及び施設に係る農用地）

a．集団的に存在する農用地

10ha 以上の集団的な農用地

b．土地改良事業又はこれに準ずる（防災事業を除く）の施行に係る区域内にある土地

該当なし

c．a 及び b 以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその

土地の農業上の利用を確保することが必要である土地

（イ）土地改良施設の用に供される土地についての農用地区域の設定方針

該当なし

（ウ）農業用施設用地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある農業用施設用地のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針とした現況

農用地に介在又は隣接するものであって当該農用地と一体的に保全する必要がある農業用施

設用地について、農用地区域を設定する。

（エ）現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針

現況森林、原野等について、土地所有者が、今後、農用地等に利用する意向がある場合は農用

地等に設定する。

地域、地区及び施設等の具

体的な名称又は計画名

位置

（集落名等）

面積
備考

農用地 森林その他 計

該当なし ha ha ha
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（２）農業上の土地利用の方向

ア．農用地等利用の方針

本地域の農用地利用状況は、牧草地及び採草放牧地が農用地の７割以上を占めており、これらの面

積は減少傾向にあり、今後は経営規模の拡大と農用地の有効利用が生産性向上の重要な課題である

ため、農業生産基盤の整備を図るとともに農用地の有効利用及び流動化により、集約的土地利用を

促進し、生産基盤の安定を図り安定的な地域農業の確立を図る。

単位：ha

（土地利用計画図 付図１号）

イ．用途区分の構想

本地域は、酪農及び畜産が中心となっていることから採草地及び採草放牧地を主体とした農用地と

しての利用を進める。

ウ．特別な用途区分の構想

該当なし

２．農用地利用計画

別記のとおりとする。

第２．農業生産基盤の整備開発計画

１．農業生産基盤の整備及び開発の方向

本地域の農用地は、山麓丘陵の札内地区及びその周辺に集中しており、傾斜度は５度～９度、山間及

び沢地の強い地帯で 25 度程度であり土地条件、気候条件から酪農・畜産が主体となっており、農用地

区域の面積は 1,249.9ha となっている。

農業生産基盤の整備状況については、これまでに草地改良事業として 622ha、農地造成事業として 26ha、

農道整備事業として 32km のほか、農地保全事業、畑地帯総合整備事業等を実施している。

また、本地域における農業形態は、酪農を中心に肉牛や軽種馬等の畜産業が主であることから、優良

な草地を整備するため農業基盤整備事業を導入し、良質な牧草を確保することにより生産性を向上させ

る。

区

分

地

区

名

農地 採草放牧地 混牧林地
農業用施設用

地

計 森林

原野等

現

況

将

来

増

減

現

況

将

来

増

減

現

況

将

来

増

減

現

況

将

来

増

減
現況 将来 増減 現況

全

地

区

888 1,092 204 202 0 -202 98 0 -98 62 47 -15 1,250 1,139 -111 5,082
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２．農業生産基盤整備開発計画

３．森林の整備その他林業の振興との関連

森林の整備その他林業の振興と農業生産基盤の整備計画の関連については、現時点で関連性がないた

め、今後具体的な事案により必要に応じて検討する。

４．他事業との関連

道路整備、治山整備、上下水道整備及び情報通信基盤整備等の各公共的事業について、農業振興地域

整備計画との整合性を保ちながら推進する。

第３．農用地等の保全計画

１．農用地等の保全の方向

認定農業者等の意欲ある担い手に対し、利用集積を促進し再整備を図る他、地域における農用地の利

用調整等の諸活動に対して指導・支援を行い農地流動化のための各種事業を積極的かつ効果的に活用す

る。

２．農用地等保全整備計画

３．農用地等の保全のための活動

地域内農用地の有効活用を図るため、規模拡大を目指す農業者等に対し、農地保有合理化事業などの農

地流動化施策を活用し、利用集積などによる効率的な利用を促進する。

また、地域における農用地の利用調整活動をはじめ、認定農業者等の育成・確保に向けた諸活動に対し

て指導・支援を強化し、農業経営基盤強化促進対策事業等の各種事業を積極的かつ効果的に活用し、農地

の円滑な利用集積など効率的な利用を促進する。

４．森林の整備その他林業の振興との関連

森林の整備その他林業の振興と農業生産基盤の整備計画の関連については、現時点で関連性がないため、

今後具体的な事案により必要に応じて検討する。

事業の種類 事業の概要
受益の範囲

図面表示 備考
受益地区 受益面積

公社営草地畜産基盤整備事業

（胆振中西部）
草地改良：76.60 ㏊ － － ７

事業の種類 事業の概要
受益の範囲

対図番号 備考
受益地区 受益面積

未定
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第４．農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画

１．農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標

農業を主業とする農業者が、地域における他産業従事者と遜色のない生涯所得に相当する年間農業所

得（主たる従事者１人当りの年間農業所得４４０万円程度）及び年間総労働時間（主たる従事者１人当

り年間総労働時間１，８００～２，０００時間）の水準を確保することができるような、効率的かつ安

定的な農業経営を育成するとともに、これらの農業経営が登別市における農業生産の相当部分を担うよ

うな構造の確立を目標とする。

（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

農用地の利用調整を図るため、農用地利用改善団体による土地利用調整を展開して、農用地等の利用

集積の促進を図る。

２．農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策

農業が持続的に発展するためには優良農地を維持・確保しつつ効率的かつ安定的な経営体を育成し、こ

れらの経営体に利用集積されるよう農地保有合理化事業や農用地利用集積実践事業など農地流動化施策

及び各種農業振興策と連携しながら農地等の流動化を図り、効率的かつ総合的な利用の促進を図る。

３．森林の整備その他林業の振興との関連

森林の整備その他林業の振興と農業生産基盤の整備計画の関連については、現時点で関連性がないため

今後具体的な事案により必要に応じて検討する。

第５．農業近代化施設の整備計画

１．農業近代化施設の整備の方向

登別農業の主体は、酪農・畜産であるが、この農業形態は土壌や気象条件などから特化されたものであ

り、今後ともこの農業形態を中心とした農業を推進していく。

また、家畜ふん尿の処理に見られる環境保全の問題や農産物輸入自由化、国内における産地間競争の高

まりなど農業を取り巻く状況はさらに厳しくなっている。

このような状況の中で農業が生き抜くためには、農用地の利用集積を図り自給飼料生産の拡大と経営規

模の拡大による低生産コストを推進し、安全で良質な農畜産物の生産が消費者のニーズに応えるものであ

り、さらには「土、草、牛」が調和した生産要素のバランスがとれたゆとりある酪農、畜産経営の確立が

営農類型 目標規模 作目構成
戸数

（経営体数）
流動化目標面積

家族経営

乳用牛 ３７．０㏊

牧草

７ ３７．０㏊

肉用牛 ２０．６㏊ ７ ２０．６㏊

軽種馬 ３１．０㏊ １ ３１．０㏊

法人経営
肉用牛 ３４．０㏊

牧草
４ ３４．０㏊

軽種馬 ３１．８㏊ ２ ３１．８㏊

組織経営 該当なし
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不可欠となっている。

また、新たな農業展開として地元農畜産物に付加価値を持たせた畜産加工品などの商品開発を進める。

【乳用牛】

ゆとりある経営を確立するため、資金力・立地条件に応じてフリーストール・ミルキングパーラー方

式を導入し、飼養管理労働の効率化とコスト低減を進めるとともに、経営面積や労働力と調和した規模

と合理的な生産方式の導入を推進する。

ただし、規模拡大を志向しない農業者においては、既設スタンチョン方式の有効活用による健全な経

営を進める。

併せて、農業用機械の共同利用組織よる効率利用を進めることにより低コスト生産を図り、更には自

給飼料生産管理作業の共同化・分担化を進めるとともに、農用地の利用集積など土地資源有効活用と集

約放牧の実施、酪農ヘルパー利用組合加入拡大と周期的利用、又将来的には労働力不足を補完する切り

札として、ファームコントラクター組織の設立によるゆとりある効率的な酪農経営の確立を目指す。

また、経営内容の点検・把握・分析を行い、生産管理技術の改善、高位平準化など経営の合理化を進

める。

この具体的な実行手段として乳牛検定組合への加入促進を推進し、乳検加入者に対して提供される飼

料給与の効率化、牛群の資質向上、分娩間隔の短縮と更新年次の延長などの乳検情報の有効活用による

生産コストの削減を推進する。

これらのことと併せて、雌雄産み分け技術やＭＯＥＴ育種法（多排卵及び受精卵移植技術等を用いた

新たな改良手法）などの新技術を導入し、優良な雌牛群の早期増殖・普及及び候補種雄牛の作出を図り、

乳量・無脂固形分率・乳蛋白質率の高い乳用牛づくりを目指す。

【肉用牛】

肉用牛経営における生産性の向上とコスト削減のため、農用地の利用集積などによる土地資源有効活

用のもと、良質自給飼料の生産を拡大し、飼料自給率の向上を図るとともに、ファームコントラクター

の活用、農業機械の保守管理の徹底により利用年数の延長と共同利用、各種経営診断情報の活用による

経営内容の点検、把握、分析による経営の効率化を進める。

また、農業試験場や農業改良普及センターなどの関係機関・団体との連携のもと、部分肉歩留まりの

高い良質な牛肉の安定的な生産を図るため、品種の特性を考慮しながら肥育期間の短縮と肉質に留意し

た効率的な肥育に努めるとともに、１年１産による生産性の向上を目指す。

さらには、優良産子の生産や優良雌牛群の拡大を図るため、受精卵移植技術を積極的に活用し

雌牛側からの改良促進に努める。

【豚】

生産コストの低減と良質で安全な豚肉生産に資するため、遺伝的能力の改良の推進とあわせて飼養管

理の改善を図る。

産肉能力については、飼料効率がよい肉豚の生産を推進するとともに、適正な日齢及び体重での出荷

に努める。

また、繁殖能力は斉一で健康な子豚を生産し、離乳時における哺育率と子豚の増体が良いものとし、
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強健で耐用年数が長く連産性に富む母豚の生産と利用に努める。

種雄豚は、資質に優れ発育に応じて体各部の伸長及び後躯の充実した均称のとれたもので、かつ強健

で肢蹄が強く飼養管理の容易なものとし、能力検定等により産肉能力及び繁殖能力の判明した優良な種

豚の有効利用を図る。

【馬】

農用及び競争用などそれぞれの用途に対応した遺伝的能力の改良の推進とあわせて飼養管理の改善を

図ることとする。

軽種馬については、生産馬の資質向上を図るため国内産優良種馬の活用や生産育成技術の向上・初期

調教技術の普及等に努め、強健かつ競争能力、持久力等の優れたものとする。

【採卵鶏】

生産コストの低減と消費・流通ニーズに対応した品質の向上を図るため、省力的な飼養管理方法に適

するよう強健性、産卵能力に重点を置いた遺伝的能力の改良の推進とあわせて、飼養管理の改善を図る。

具体的には、産卵率の向上と飼料効率などの改良を進め、疾病の発生予防のために鶏舎内部の衛生管理

の徹底と、畜産環境の改善及び周辺環境の整備に努める。

【飼料作物】

酪農・畜産農業の振興を図るためには、飼料生産基盤の整備が不可欠であり、このために低位生産性

草地の計画的な整備、分散した草地の交換分合等による飼料管理作業の効率化を進めるとともに、良質・

低コストな自給飼料の生産拡大、飼料費の低減及び畜産物の安全性の確保を図る。

土壌診断や植生診断に基づく合理的な施肥により収量の向上を図るとともに、家畜ふん尿や堆きゅ

う肥の有効利用による購入肥料の節減に努める。また、公共草地は、個別経営の飼料自給度の向上と強

健な後継牛の育成、放牧による草の低コスト利用を推進するため利用の拡大を進める。

２．農業近代化施設整備計画

３．森林の整備その他林業の振興との関連

森林の整備その他林業の振興と農業生産基盤の整備計画の関連については、現時点で関連性がないため、

今後具体的事案の必要に応じて検討する。

第６．農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画

１．農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向

農業が魅力ある産業として発展していくためには、地域農業者の自主性と創意工夫を基本としながら、多

様でゆとりある農業経営を育成する必要がある。このために、地域の自主的・主体的な取り組みを支援する

施設の種類 位置及び規模

受益の範囲

利用組織 対図番号 備考
受益地区 受益面積 受益戸数

該当なし
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とともに、地域の立地条件や営農実態等に応じた収益性の高い作物の導入や、畜産物に付加価値を持たせた

畜産加工品の製品化など、経営の複合化や多角化を推進し、農業経営の体質強化を図る。

また、地域農業を維持・継続するため、担い手農業者への支援のほか、集落を基本単位とした営農システ

ムや農作業受託組織の育成、農地保有合理化事業などによる地域の実情に応じた多様な担い手育成と、国際

感覚などの幅広い知識と社会や経済の変化に適切に対応できる高度な技術、経営管理能力を身につけた農業

者を確保しなければならない。

このために、登別農業の主体を担っている若手農業者を、強力にバックアップしていくことはもちろんの

こと、新規就農者の受け入れ体制を構築する。

新規学卒者・中高齢者・Uターン者の就農、農家子弟以外からの就農など就農ルートの多様化や経営管理

技術の高度化に対応するため、農業研修生の受け入れ体制を構築する。

２．農業就業者育成・確保施設整備計画

３．農業を担うべき者のための支援の活動

登別市の農業が今後とも発展していくためには、国際感覚などの幅広い知識と社会や経済の変化に適切に

対応できる高度な技術、経営管理能力を身につけた農業者を育成・確保しなければならない。

このため、北海道農業担い手育成センターと連絡を密にし、関係機関・団体との連携のもと、新規就農を

希望する者への情報提供や相談活動等を展開するとともに、受け入れ体制の整備を促進し、整備資金の円滑

な融通など支援策を講ずる。

４．森林の整備その他林業の振興との関連

森林の整備その他林業の振興と農業生産基盤の整備計画の関連については、現時点で関連性がないため、

今後具体的事案の必要に応じて検討する。

施設の種類 施設の内容 位置及び規模 施設の対象者 対図番号 備考

農業担い手施設 農家住宅
敷地

1,000 ㎡以内

農業経営者

後継者など
―

具体的計画

なし
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第７．農業従事者の安定的な就業の促進計画

１．農業従事者の安定的な就業の促進の目標

農業後継者や新規就農者にとって農業が魅力的なものとなるよう、農業改善支援センター及び北海道農業

担い手育成センター等を中心に、指導・支援活動等を展開するとともに、情報提供や相談活動を積極的に行

い、農業従事者の安定的な就業機会の確保を推進する。

また、農業所得だけでは生活が困難な農業者等については、隣接する室蘭市と商圏を一つにするなど商業

活動が活発なことや全国有数の登別温泉を擁していることから、製造業やサービス業への就業機会には恵ま

れており、この特性を生かした活動を展開する。

単位：人

資料：農林業センサスより判明分のみ記載

２．農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策

専業農業者の生活基盤を安定させるためには、農業経営規模の拡大が不可欠であり、農用地の確保が重要

な課題となってくることから、総合的な農用地の利用計画を推進するとともに、新規就農者を確保するため

の技術習得の場や情報の提供等に努める。（一部削除）

また、兼業農業者については、当市は都市近郊型農業に属しているため、就労機会については比較的容易

であることから、市内企業等への就業相談活動などを通じて雇用対策を推進することにより兼業農業従事者

の安定的な収入の確保を目指す。

なお、農業従事者の安定的な就業を促進するため、次の方策を推進する。

①農業従事者の就業意向等を把握するための対策

②農業従事者に対する就業相談活動の強化対策

③地域農林水産物及びその他の地域資源の利活用による地場産業への就業機会の確保対策

④上記対策を円滑に推進するための体制整備に関する対策

３．農業従事者就業促進施設

該当なし

区分 従業地

Ⅰ Ⅱ 市内 市外 合計

恒常的勤務 男 女 計 男 女 計 男 女 計

計

自営兼業

計

出稼ぎ

計

日雇い・臨時雇い

計

総計 42
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４．森林の整備その他林業の振興との関連

森林の整備その他林業の振興と農業生産基盤の整備計画の関連については、現時点で関連性がないため、

今後具体的事案の必要に応じて検討する。

第８．生活環境施設の整備計画

１．生活環境施設の整備の目標

農村の居住条件の整備や生活文化を向上させ、豊かで潤いのある快適な生活環境をつくるため、農業集落

環境管理施設などの整備を進める。

また、地域の緑資源の涵養、自然景観の保全を図り、美しい空間ときれいな空気等、農村の優れた生活環

境の確保に努める。

２．生活環境施設整備計画

３．森林の整備その他林業の振興との関連

森林の整備その他林業の振興と農業生産基盤の整備計画の関連については、現時点で関連性がないため、

今後具体的事案の必要に応じて検討する。

４．その他の施設の整備に係る事業との関連

農村地域の調和のとれた発展を推進するため、都市計画マスタープランに基づく都市計画区域の整備・開

発・保全計画と充分調整を図りながら、農村生活環境整備に係る道路等公共事業の整備改修計画を有機的に

関連させながら環境整備の促進を図るとともに、都市と農村との交流の場としての市民農園の充実を図るな

ど、市民の農業への関心と理解度を深めつつ、地域の活性化に努める。

第９．付図

別添

土地利用計画図（付図１号）

施設の種類 位置及び規模 利用の範囲 対図番号 備考

該当なし
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別記

農用地利用計画

(1) 農用地区域

ア 現況農用地等に係る農用地区域

地区

区域番号
区 域

除外する土

地
備 考

Ａ－１

札内町 ８の内、９－１の内、１０－１、１０－２、１０－３

１９－１の内、２０の内、２１－１の内、２１－２の内

２４－１、２４－２、３７－１、３７－２、４２－１

４２－２の内、４２－３、４６－１、４７の内、５４

５５、５６－１の内、５６－２、５６－３、５７－１

５７－２、５８－１の内、６０の内、６１、６３－１

６３－４、６５、７９－１、８０－１の内、８１－１

８７－１の内、９２、９３、９４－１、９５－２の内

９５－３の内、９７－５、９９－５、９９－６

１７４－７の内、１７４－２７、１８７の内、１８８

１８９－１、１９０の内、１９５－１、１９５－６

１９５－７、１９６－１、１９６－４、１９６－５

１９７－１、１９７－５、１９７－６、１９７－７

１９８－１の内、１９９－１、２００－１、２０２－１の内

２０４－１、２０６－１、２０７－１、２１１－１の内

２１１－４、２１２－１の内、２１２－２、２１２－３

２１２－７、２１３－１の内、２１８の内、２１９－１の内

２２０の内、２２１－１、２２２－１

２２７－１の内、２２８－１、２３０－６、２３３－１の内

２３６－２の内、２３６－３、２３８－２の内、２３９

２４０－１の内、２４１－１の内、２４２、２４３－１

２４３－３、２４４、２４８、２４９、２５０

２５３－１、２５４、２５５、２５８、２６０、２６１

２６２、２６３、２６４、２６５、２６７－１

２６７－２、２６９、２７０－１、２７０－２

２７１－２、２７１－３、２７２－１、２７２－３

２７２－５、２７３－１、２７３－５、２７３－７

２７３－８、２８１、２８５、２９８－１の内

２９９－２、２９９－４の内、３０１－１

３０５－１、３１８－１の内、３２０－１、３２０－２

３２１、３２２の内、３２３、３２６－１の内、

３２７－２の内、３２８－１、３２９－１、３２９－２
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地区

区域番号
区 域 除外する土地 備 考

Ａ－１

札内町 ３２９－４、３３０－２、３３０－３、３３０－４

３３０－６、３３３、３３４、３３６－１、３３６－３

３３６－４、３３９－１、３３９－２、３４２－１

３４２－３、３４２－４、３４２－６、３４２－７

３４３－１の内、３４３－２、３４３－４、３４３－５

３４３－６、３４３－７、３４５－１、３４５－２

３４５－５、３４６－１、３４７、３５３の内、３５４

３５５、３５７、３７１－１、３７２、３７３－１の内

３７４－１、３７５－２、３７６－２、３７６－３

３７６－４の内、３７９－２、３７９－５、３８９－１

３８９－２の内、３９２、５０１－１

富浦町 １３３－１、１３３－２、１４８－３、１４８－４

１４８－１２の内、１５０－１、１５０－３の内

１５３－１の内、１５３－３、１５４－３、１５４－５

１５４－９、１５４－１２、１５４－１４

１５４－１５、１７９－１、１７９－３、１８０－１

１８０－３、１８１－１の内、１８１－４、１８１－６

１８１－７、１８７－６、１８７－１０、１８７－１６

１８７－３３の内、１８７－３５、１８７－４２

１９７－１の内、１９７－３、１９７－５、１９８－１

１９８－５の内、１９８－６、１９８－７、２１５－１

２１５－６、２１７－１、２１７－２、２１７－３

２１８－１、２１８－６、２１９－２の内、２２０－１

２２０－８、２２０－１２、２２５－１の内

来馬町 ２３５－２の内、２４０の内、２４１の内

２４２－１の内、２４９－１の内、３７４－１の内

３８６－１、４０８－１の内、４１５－１０

４１５－１９、４１５－２５、４１７－１２

４１７－１４、４１７－２３の内、４１９－１

４１９－２、４６２－１の内、４６３－１、４６５－２

４６５－４、４６８、４７２－１、４７２－２

４７２－５、４７３－１、４７３－２、４７７－１の内

４７８、４７９－１、４８１の内、４８３－２の内

４８８、４９０、４９２、４９３－１

４９３－２、４９４－１、４９４－２、４９７
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地区

区域番号
区 域 除外する土地 備 考

Ａ－１

４９８の内、５０７－１、５０８－１、５２３－２

５２４－２、５２６、５２７－１、５３０の内

５３１－１の内、５３２－１、５３８－１、５３８－２

５３８－１２、５３９－１、５４３－１、５４７

５５０－１、５５０－２、５５０－３、５５１－１

５５１－４、５５２－１、５５２－２、５５２－３

５５５、５６３、５６４の内、５６５－１、５６６－１

５６６－５、５６７－１、５６７－３、５６８－１

５６９、５７１－２

Ａ－２

富浦町

４丁目 ５、５－２、６、１２－１、１４－１

５丁目 １－１、２－１、５、６、１１の内、１２の内

新栄町 １３－３、１３－５、１４－１、１４－４

１４－５、１４－６、１４－７、１４－８

１４－９、１６－１、１８、２０－２、２２

２３－１、２４、２５、２６－１、２６－２、２７

２８－１、２８－２、２８－５、２８－６、２９

３０、３１、３２、３３、３４、３５、３６

３７－１、３７－２、３８、４１、４２－１

４２－２、４３－１の内、４４－２、５３、５４

千歳町 ５３－１、５３－８、５３－１３、１５０－２

１５１－１の内、１５１－３、１５１－４

１５２－１、１５２－２の内、１５２－３

１５４－３、１５６－１、１５９－６、１９４－１

１９４－３、１９６－１、２８８

Ａ－３

常盤町

６丁目 ５－１の内、６－１の内、６－１０の内、８－１

１１－３、１１－４、１１－８、１１－９

１２－１、１２－７、１２－１０、１２－１１

１３－１、１３－３の内、１３－４、１７－１の内

柏木町

２丁目 ３５－４

５丁目 １－１１、１－１２、１－１３、１－１４

１－１５、１－１６、１７、３１、３２、３３
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地区

区域番号
区 域 除外する土地 備 考

Ａ－３

片倉町

２丁目 ３５－１の内、３５－３の内、３５－４、３５－１２の内、

３５－１３

４丁目 ２９－１、４１－１

Ｂ－１

鉱山町 １６－１の内

１６－１５、４３－１、４３－２、４３－３

４３－４、４３－５、４３－６、４３－７

４３－８、４３－９、４３－１０、４３－１１

４３－１２、４３－１３、４３－１４、４３－１５

４３－１６、４３－１７、４３－１８、４３－１９

４３－２０、４３－２１

川上町 １１１－１の内、１１２－１、１１４－１

１１４－２、１１４－３、１１４－４、１１４－５

１１４－６、１１４－７、１１４－８、１１４－９

１１４－１０、１１４－１１、１１４－１２

１１６、１１７、１３３－１、１３３－２

１３３－３、１３３－４、１３３－５、１３３－６

１３３－７、１３４－１、１３４－３９、１４１－２

１４３－１、１４３－２、２８９－２

青葉町 １０－５、１７－２の内、１９－１、２５－１の内

２５－４、２５－９の内、２５－１７、２７－４

２７－７、２８－１、２８－３、３０－１

３０－４、３０－９

Ｂ－２

上鷲別町 １５８－１、１５８－４の内、１５８－５

１５８－６の内、１５８－７、１５８－８

１５８－９、１５８－１０、１５９－１の内

１５９－２、１６０－１、１６０－２

１６０－３、１６１、１６４－１の内、１６８の内

１７０－１の内、１７３－１の内

１７３－２、１７４の内、１７５の内

１９１－２の内、１９１－３の内

Ｃ－１

中登別町 １４４－１、１４４－３、１４４－５の内

１４４－７の内、１４７－１、１５０－１

１５１－１、１５２－１、１６２－１の内

２３２－１、２３３－１
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イ 現況森林、原野等に係る農用地区域

下表に掲げる区域の土地は、農用地区域とする。

地区

区域番号
区 域 備 考

Ａ－１ 札内町 ２９９－２
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(2) 用途区分

下表の「地区記号及び区域番号」に係る農用地区域内の農業上の用途は、｢用途区分｣欄に掲げるとお

りとする。

地区記号及び

区域番号
用途区分

Ａ－１～

Ａ－３

Ｂ－１～

Ｂ－２

Ｃ－１

農地

下記に掲げる採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地以外の土地

採草放牧地 該当なし

混牧林地 該当なし

Ａ－１～

Ａ－３

Ｂ－１～

Ｂ－２

Ｃ－１

農業用施設用地

札内町 ２０の内、２１－１の内、２１－２の内、５６－１の内、５６－２、５６－３

５７－１の内、５８－１の内、６０の内、６１、８０－１の内、９５－２の内

９５－３の内、９７－５の内、２０２－１の内、２１１－４の内、２１２－１の内

２２１－１の内、２３８－２の内、２３９の内、２４０－１の内、２４１－１の内

３１８－１の内、３２９－２、３２９－４、３３０－３、３３０－４

３４２－１の内、３４７の内、３７３－１の内、５０１－１

富浦町 １３３－２、１４８－１２の内、１５０－３の内、１８１－１の内、１８１－４

１８１－７、１９７－１の内、１９７－３、１９７－５、１９８－５の内

１９８－６、１９８－７、２１５－１の内、２２５－１の内

富浦町

５丁目 １１の内、１２の内

千歳町 １５１－１の内、１５２－２の内、１５２－３、１５４－３

来馬町 ３７４－１の内、３８６－１の内、４６２－１の内、４６３－１の内、４７８の内

４８３－２の内、４８８の内、４９０の内、４９２の内、４９３－２

４９４－２の内、５２６の内、５３０の内、５５１－４、５６６－５の内

５７１－２の内

片倉町

２丁目 ３５－３の内、３５－１２の内

川上町 １１１－１の内、１４１－２の内、１４３－１の内

青葉町 １７－２の内、２５－１の内、２８－３の内

上鷲別町 １５８－１の内、１５８－５の内、１５８－６の内、１５８－９の内

１５９－１の内

中登別町 １４４－１の内、１４４－３、１４４－５の内、１４４－７の内


